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所在地：名取市閖上字川前上８３－３

　

ひよりやま

所在地：閖上東二丁目１３－１（日和山）

　この津波標柱は、旧閖上町が、昭和８年（１９３３）３

月３日の昭和三陸地震で発生した津波の到達地点４ヶ所に

立てた内の１本です。かつて広浦貞山橋の近くにあった第

一号は所在不明ですが、この標柱と平成２８年に宮下橋付

近の貞山運河中から発見された第三号の２本が現存してい

ます。いずれも番号以外は同一の内容で、一面に「地震が

あったら津浪の用心」という標語が刻まれています。こう

した特徴から、これらは、自然災害の発生時の様子や被害

自然伝承碑の一種だと考えられます。

※「震嘯」：地震と津波のこと
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昭和三陸津波の碑（震嘯記念碑）

市登録有形文化財【平成 26 年 10 月 10 日　登録】

しんしょうきねんひ

昭和８年３月３日午前２時３０分に突然強い揺れがあり、４０分後に異常な

音とともに津波が名取川を遡上し、西は猿猴（えんこう）周辺まで、南は貞

山堀広浦湾一帯まで氾濫した。浸水した家屋は約２０軒で、名取川町裏沿岸

に繋いであった３０㌧級の発動機漁船数艘は柳原（やなぎはら）周辺の畑に

押し上げられ、発電機のついていない小さな船も多く破損したが、幸い人や

家畜は死傷しなかった。（中略）

思うに、自然災害は人が予知できないものであるから、津波対策のため

護岸整備などの対策を考えることはもちろん、常に用心を怠らず、万一

の場合には、対応ができるよう準備する必要がある。（以下略）

【内容抜粋】

 日和山の脇にあり、同じ標語が刻まれている震嘯　記念碑も、

標柱と一緒に旧閖上町が設置したものです。これは、新聞社が、全国

から募った義援金を寄付する時に出した「一部を記念碑設置に使って

欲しい」という要望に応え、宮城県から提示された、統一の標語や、規

格に沿って立てられたものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　碑文には、岩手県沿岸部では津波による甚大な被害を受けたの

に対し、閖上では人的被害も無く、被害が小さかったことなどが記され

ており、次第に記念碑や標柱の存在も忘れ去られてしまったのかもし

れません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ていざんうんが

つ な み

※

しんしょう

ひよりやま しんしょうきねんひ

状況を後世に伝え、将来の注意喚起のために立てられた


